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宮崎県告示第24号の２

令和２年宮崎県告示第1030号（家畜伝染病のまん延を防止するた

めの家畜等の移動及び搬出の禁止又は制限）を次のとおり変更する

。

令和３年１月15日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 禁止し、又は制限する家畜の種類

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥

並びにそれらの死体

２ 禁止し、又は制限する物品

病原体をひろげるおそれのある物品

３ 禁止又は制限の対象となる区域

⑴ 移動制限区域

ア 都城市高崎町笛水（平松、竹元下平、竹元東原、竹元西原

、笛水東原、笛水前田、上ノ原、北園、前畑、向椎屋、元椎

屋、鶴瀬、池田、笛水村中、笛水前原、小川内、笛水前田、

村前）

イ 小林市野尻町紙屋（宮ノ尾、黒園原、黒谷、今別府、三本

松、松牟礼、肥前田）、野尻町東麓（愛ヶ瀬、伊佐原、一本

松、一本柊、永岡、永迫、永畑、榎ヶ迫、奥畑、横道、加例

谷、葛原、丸岡、亀甲、吉村、宮竹、境別府、近道、近木場

、見越、原園、古渡、戸崎、高松、崎園、三反、寺原、舟戸

、祝帰、出口、勝負、小丸、小立中、庄府、松山、松木田、

上野原、新六、石仏、跡瀬原、川除、前畑、大平山、竹ノ下

、中須、朝付、辻、梯、天ヶ谷、堂ヶ迫、堂願、内馬場、飛

矢、平木場、米別府、本城原、名字ヶ瀬、夜川松、野首、有

村）


